
計画案の精査による変更内容について

変更概要

パブリックコメントで提出された意見に関連するもの以外に、所管課による精査を踏まえ、
前期基本計画(案)の一部を改めるもの

基本施策５－４ 交通ネットワークと連携したコンパクトなまちづくり 【前期基本計画(案) P53～54】

 現状値として設定していた「公共交通の利用者数：9,068人/日」について、公共交通の種別により
数値が公表される時期が異なることから、数値の算定において4月時点で確認できるものに統一し、
9,485人/日に改める
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